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1. 計画策定の目的 

本市には、公共下水道事業、農業集落排水事業、特定地域生活排水処理事業の 3 事業があり、そのう

ち、単独公共下水道、流域関連公共下水道、農業集落排水施設、合併処理浄化槽等の下水道施設が

ある。 

単独公共下水道事業（上長田処理区）は、平成 3 年に事業に着手し、平成 7 年に供用を開始し、流

域関連公共下水道事業（矢部川処理区）は、平成 12 年度から事業を着手し、平成 18 年度に供用開

始した。農業集落排水施設、（広瀬・小田地区）は、平成 9 年度に事業に着手し、平成 14 年度に供用

開始した。また、合併処理浄化槽については、みやま市が管理するものと個人所有のものが 2 つあり、前者につ

いては特定地域生活排水処理事業として平成 15 年度に高田町において着手した。 

下水道事業は、住民の日常生活に欠くことの出来ない重要なサービスであり、将来にわたってもサービスの提

供を安定的に継続することが可能となるようにしていくことが重要である。 

このため、本市においては、中長期的な経営の基本方針である「経営戦略」を平成 29 年 3 月に策定して

いる。 

また、令和 2 年 4 月から公営企業会計が立ち上がったことにより、経営戦略の見直しを実施する等、将来

にわたって本市下水道事業を持続的に運営するための構想や戦略を策定してきた。 

一方で、近年の下水道事業を取り巻く環境は、人口減少等に伴う使用料収入の減少や、施設の老朽化

に伴う更新需要の増大等経営環境は年々厳しさを増しており、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上を

図ることが、より一層求められている。さらに、総務省においては、各公営企業が将来にわたって安定的に事業

を継続していくため、より質の高い経営戦略となるようマニュアルを改訂し、「経営戦略策定・改定マニュアル」

（令和 4 年 1 月）に基づいた経営戦略見直しを令和 7 年度までに実施することを要請しており、国土交通

省においても、「下水道事業における支出構造的成果に向けた取り組みの推進について」（令和 2 年 7 月）

に基づいて、収支構造の見直しの検討等について要請しているところである。 

本経営戦略では、上記を背景として、中長期的な視点から検討・策定した投資・財政計画に基づく戦略

的な経営を推進するために、「みやま市下水道事業経営戦略」の見直しを行うことを目的とする。 
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図 1-1 みやま市下水道事業位置図 

 

表 1-1 事業概要 

 
 

 
図 1-2 構想・戦略の策定  

処理区 着工年度 共用開始年度
単独公共下水道 上長田処理区 平成3年度 平成7年度
流域関連公共下水道 矢部川処理区 平成12年度 平成18年度

広瀬・小田地区 平成9年度 平成14年度

事業区分
公共下水道
事業
農業集落排水事業
特定地域生活排水処理事業 ※平成15年度に旧高田町において着手
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2. 計画の位置づけ 

本経営戦略は、本市の様々な変化に対応するために令和 3 年 3 月に策定した「みやま市下水道事業経

営戦略」の見直しを行い、市の上位計画である「みやま市総合計画 後期基本計画」や、「みやま市汚水処

理構想」等、先行して策定された各種計画との整合を図りながら、今後の下水道事業の取組や目指すべき方

向性を定めるとともに、中長期的な視点から検討・策定した投資・財政計画に基づく戦略的な経営を推進す

るため、みやま市上下水道課として重点的に取り組む施策を定めた。 

 

 
図 2-1 経営戦略の位置づけイメージ図 
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3. 計画期間 

計画期間は、令和 7 年度（2025 年度）から令和 16 年度（2034 年度）までの 10 年間とする。 

総務省が示す「経営戦略ガイドライン」における「事業の特性、個々の団体、事業の普及状況、施設の老

朽化状況、経営状況等も踏まえて、10 年以上の合理的な期間を設定することが必要」との考え方に基づき、

長期的な視点も考慮した中での 10 年間を計画期間とした。 
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1. 公共下水道事業の現状 

1.1. 事業概要 

みやま市の公共下水道事業は、平成 3 年度に単独公共下水道である上長田処理区において建設事業

を開始し、平成 7 年度（平成 7 年 5 月）に一部供用開始した。令和 5 年度末現在、供用開始後 28 年

が経過している。 

また、矢部川処理区では、流域関連公共下水道事業として平成 12 年度から事業を着手し、平成 18 年

度（平成 18 年 10 月）に一部供用開始を行い、供用開始後 17 年が経過している。 

なお、下水道計画は、事業の進捗や社会経済状況の変化、上位計画である流域下水道計画の見直しに

あわせて逐次見直しを行っていく。 

 

表 1-1 計画概要 

 
出典︓「福岡県の下水道 令和 5 年度」P24 及び「令和 5 年度 決算書」P17 より整理 

  

公共下水道事業 流域関連下水道事業
（上長田処理区） （矢部川処理区）

現況 現況
R5年度末 R5年度末

事業年度 平成2年度～平成7年度 平成12年度～
一部供用開始年月日 平成7年5月16日 平成18年度10月1日

処理区域面積（ha） 36 36 36 124 153 292
処理人口 744 780 780 3,660 3,910 5,900
水洗化人口 646 780 780 1,881 3,910 5,900

家庭汚水量 日平均 - 220 220 - 240 240
原単位 日最大 - 295 295 - 300 300

（ℓ/人・日） 時間最大 - 590 590 - 600 600
日平均 200 360 360 611 1,161 2,602
日最大 320 470 470 915 1,355 2,986
時間最大 - 890 890 - 2,558 5,645

名称 上長田浄化センター 矢部川浄化センター
処理方式 礫間接触酸化法 -
処理能力（ｍ³/日） 620 -

全体計画

人口
（人）

計画汚水量
（ｍ³/日）

汚
水
計
画

処
理
施
設

項目
事業計画 全体計画 事業計画



第 2 編 公共下水道事業経営戦略 

7 

1.1.1. 事業の現状 

（1） 施設 
令和 5 年度末時点で、下水道管布設延長（汚水）約 34km（公共︓約 6km、流域関連公共︓約

28km）、終末処理場 1 箇所（上長田浄化センター︓現在晴天時処理能力 620m3/日）が稼働してい

る。 

平成 3 年度より事業を実施し、これまでの投資額は 6,455 百万円となっている。 

 

表 1-2 事業の現況（施設) 

 
注 1︓上長田処理区 H07 年度（1995 年）供用開始のため、R05 年度末値として、2023 年-1995 年＝28 年 

注 2︓矢部川処理区 H18 年度（2006 年）供用開始のため、R05 年度末値として、2023 年-2006 年＝17 年 

注 3︓処理区域内人口密度は R5 決算統計値より整理 

 

 

流域下水道等への
接続の有無

28.8　人/ha

法適（全部適用・一部適用）
非適の区分

法適（全部適用）

上長田処理区（単独公共下水道事業）
　：平成7年度（供用開始後28年）

矢部川処理区（流域関連公共下水道事業）
　：平成18年度（供用開始後17年）

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

有（矢部川処理区）

処 理 区 数 2処理区　（上長田処理区、矢部川処理区）

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

矢部川処理区は、流域関連公共下水道として、流域下水道へ接続している。

処 理 区 域 内 人 口 密 度

処 理 場 数

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施する施設の整備
（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含む。）、③施設
の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

1箇所　（上長田浄化センター）
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図 1-1 管渠延長の推移 

 

 
図 1-2 単年度事業費の推移 
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（2） 使用料 
本市の下水道使用料体系は、基本使用料の中に 16ｍ3 までの基本汚水量を付した累進従量制を採用

している。区分については、基本使用料区分を含む 5 段階としている。 

 

表 1-3 事業の現状（使用料） 

 
注．条例上の使用料及び実質的な使用料は決算統計より整理 

 

（3） 組織 
本市の下水道事業運営組織は平成 19 年 1 月に、瀬高町、山川町、高田町が合併し、みやま市となっ

た。当初は水道課及び下水道課がそれぞれ工務係、庶務係を設置していたが、行政改革により平成 24 年

度から下水道課は水道課と統合し、平成 25 年度に現行の組織体制となった。 

 

表 1-4 事業の現状（組織） 

 
 

 

 

3,700 円 3,612 円

3,700 円 3,610 円

3,700 円 3,631 円

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。
*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和3年度

令和4年度 令和4年度

令和5年度 令和5年度

一 般 家 庭 用 使 用 料 体 系の
概 要 ・ 考 え 方

　公共下水道使用料の体系は、基本使用料の中に16m3までの基本汚水量を付した累進従量制を採用している。
　累進区分については、基本使用料区分を含む5段階としている。
　一般的な家庭が使用する段階においては、水洗化率を高める為にできる限りの負担の軽減を図り、大量排水者については、資本費の増大要因
としての側面も考慮して、累進度を高めている。
　下水道使用料体系を下表に示す。2ヶ月当たりの使用料は下記使用料表で算定された金額に消費税が加算される（10円未満の端数は切り
捨て）。なお、資産維持費は現在見込んでいない。

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

令和3年度 実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

上記と同様である。

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方 -

種類、区分 汚水量（m3）
基本使用料 - 2,560 円

0～16 0 円
超過使用料 17～30 170 円

（1m3あたり） 31～60 180 円
61～100 190 円
101～ 230 円

単価（税抜）

職 員 数 3名（損益勘定所属職員1名、資本勘定所属職員2名）

※瀬高町・山川町・高田町が平成19年1月に合併し、みやま市となった当初は水道課及び下水道課それぞれが工務係、庶務係を設置してい
た。行政改革により平成24年度から下水道課は水道課と統合し、平成25年度より現行の組織体制となった。

事 業 運 営 組 織
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1.1.2. 民間活力の活用等 

本市の公共下水道における民間活力の活用などの状況は以下の通り。 

 

表 1-5 事業の現状（民間活力の活用等） 

 
 

1.1.3. 経営比較分析表を活用した現状分析 

本市の公共下水道における経営分析比較表を活用した現状分析は以下の通り。 

 

表 1-6 経営比較分析表を活用した現状分析 

 

 

 

上長田浄化センターやマンホールポンプ場等の維持管理業務を民間業者に委託している。

該当事項は無し。今後の経営状況を踏まえ、必要に応じて検討を行う。

該当事項は無し。今後の経営状況を踏まえ、必要に応じて検討を行う。

資 産 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

該当事項は無し。今後の経営状況を踏まえ、必要に応じて検討を行う。

該当事項は無し。今後の経営状況を踏まえ、必要に応じて検討を行う。

 イ　指定管理者制度民 間 活 用 の 状 況

※添付した「経営比較分析表」に補足事項等がある場合は記載すること。

　使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを示す経費回収率（R4経営比較分析表値84.14％）では、類似団体の平均値（R4経
営比較分析表値83.55％）を上回っている。
　しかし、有収水量1㎥あたりの汚水処理に要した費用を示す汚水処理原価（R4経営比較分析表値214.55円/㎥）は、類似団体の平均値（R4経営
比較分析表値185.98円/㎥）を上回っているため、使用料収入が経費回収率向上に寄与している。
　このため、汚水処理原価の動向を注視しつつ、使用料収入増加に資する水洗化率を向上することで経費回収率を向上させる方策を検討する。
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2. 将来の事業環境 

2.1. 処理区域人口の予測 

上位計画であるみやま市汚水処理構想を見直しており、当該値は実績値、市計画値、社人研値等を

考慮した上で処理区域内人口を設定している。このため、近年の実績を反映した上位計画であるため、当

該処理区域内人口をベースとし、以下の考え方で予測を行った。 

 

処理区域内人口＝市汚水処理構想での処理区域内人口または中間補完値 

 

 
図 2-1 処理区域内人口等の予測 

 

2.2. 有収水量の予測 

矢部川処理区の区域拡大に伴い、計画期間において公共下水道事業の有収水量は増加する見通しで

ある。年間有収水量の予測値は、設定した将来の処理区域内人口を基に、市汚水処理構想での水洗化

率を基に水洗化人口を設定した。 

 

水洗化人口 ＝ 処理区域内人口ｘ市汚水処理構想での設定水洗化率 

  

また、将来の有収水量は以下の算定式により設定した。 

 

将来の年間有収水量＝水洗化人口ｘ水洗化人口１人あたり有収水量*¹ 
＊1︔当該年度水洗化人口１人あたり有収水量＝R2～R5 実績平均値（284L/人/日）ｘ365 
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図 2-2 有収水量将来予測値 

 

2.3. 使用料収入の見通し 

計画期間において、有収水量の増加に伴い、使用料収入は増加する見通しである。前述で設定した有

収水量に使用料単価を乗じて、将来の使用料収入を設定した。 

 

将来の年間使用料収入＝有収水量ｘ使用料単価*¹ 
＊1︔使用料単価＝R2～R5 実績平均値（181 円/m3） 

 

 

図 2-3 使用料収入予測値 
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2.4. 施設の見通し 

■公共下水道事業（上長田処理区）

供用開始から 28 年が経過しているため、本経営戦略の計画期間（令和 7 年度～令和 16 年度）に

おいて、上長田浄化センターの設備について改築を計画している。一方、管渠の改築予定は無いが、今後

注視していく必要があると考える。 

■流域関連公共下水道事業（矢部川処理区）

供用開始から 18 年が経過しており、供用開始後最も古い管渠でも、管渠の標準耐用年数 50 年に対

し半分以下である。このため、大規模な改築については本計画期間内に必要がないものとみられる。 

一方で、引き続き面整備を行っていくため、本計画期間では新設の管渠布設工事を実施していく予定で

ある。 

2.5. 組織の見通し 

上下水道課 下水道担当として、損益勘定所属職員 1 名、資本勘定所属職員 2 名の体制であり、今

後も現体制が続く見通しである。少ない人数で効率的に業務を進めるために、業務の見える化、共有化を

図っていく。 
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3. 経営の基本方針

みやま市総合計画【第 2 次みやま市総合計画 後期基本計画】の 7 つの基本方針の１つである「魅力

あふれる住みやすいまちづくり（都市基盤、移住・定住）」で掲げている「下水道事業の推進」を図り、「みや

ま市汚水処理構想」で掲げる整備を実現するため、以下の項目に取り組む。 

（1）公共下水道の管路整備の推進

・居住環境の向上及び公共用水域の水質保全を図る観点から、矢部川処理区では、管路整備を引き

続き推進していく。

（2）公共下水道の水洗化率の向上

・居住環境の向上及び公共用水域の水質保全を図る観点から、管路整備の推進と並行して接続率の

向上に向けた取組を進める。

（3）公共下水道財政の適正化

・本経営戦略で作成した計画値に対しての実績値との比較を行い、5 年に 1 度の頻度で経営戦略の見

直しを行うことで PDCA サイクルを継続して回す。

■経営健全化に関する定量的な業績指標及び目標年限

・水洗化率︔66％以上（R11 値）、75％以上（R16 値）

・経費回収率︔77％以上（R11 値）、80％以上（R16 値）

・経常収支比率︔100％以上（R11 値）、100％以上（R16 値）
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4. 投資・財政計画（収支計画） 

4.1. 投資・財政計画（収支計画） 

令和 7 年度から令和 16 年度までの 10 年間の将来予測値について、財政収支予測での主要グラフを

図 4-1～図 4-6 に示す。 

 

 
図 4-1 収益 

 

 
図 4-2 費用 

 

 
図 4-3 収支 
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図 4-4 企業債残高・内部留保資金 

 

 
図 4-5 一般会計繰入金 

 

 
図 4-6 企業債借入・償還・残高 

 

また、総務省が提示している様式に基づいた投資・財政計画及び原価計算表を表 4-1～表 4-3 に示

す。なお、令和 4 年度及び令和 5 年度は決算統計値、令和 6 年度は予算値である。 
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表 4-3 原価計算表（1/2） 

 

  



第 2 編 公共下水道事業経営戦略 

21 

表 4-4 原価計算表（2/2） 
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4.2. 投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明 

4.2.1. 収支計画のうち投資についての説明 

（1） 目標 
本市の公共下水道事業は、上長田処理区が供用開始後 28 年、矢部川処理区が供用開始後 17 年

であり、管渠の標準耐用年数 50 年に対して、経過年数は半分程度の状況である。上長田処理区（単独

公共下水道）では、上長田浄化センターの機械及び装置の更新を行う予定であり、矢部川処理区（流域

関連公共下水道）では、区域拡大を進めるため、当面は主要な管渠整備、流域下水道建設負担金への

投資が主となる予定である。下水道サービスを安定的に提供するため、これらを計画的に進めていく。 

 

（2） 計画期間の投資・財政計画で計上した建設改良費としての投資内容 
 主要な管渠整備︔約 3,930 百万円 

 機械及び装置︔約 116 百万円 

 流域下水道建設負担金︔約 307 百万円 

 計︔約 4,353 百万円 

※ベースとなる投資内容を作成し、下水道工事に関する建設工事デフレーターとして年率約 3％を計画

期間に反映 

 

4.2.2. 収支計画のうち財源についての説明 

（1） 目標 
計画的に、区域拡大及び主要な管渠整備を行うことで、使用料収入を増加させる計画としている。また、

一般会計の負担を減らすために補助対象事業を活用する。矢部川処理区（流域関連公共下水道）につ

いては、流域下水道建設負担金を計上する必要があるため、企業債で充当する計画としている。 

（2） 計画期間の投資・財政計画で計上した財源内容 
 国（都道府県）補助金︔約 1,829 百万円（補助対象事業費の概ね 50％を計上） 

 企業債︔約 2,142 百万円（補助対象事業費の概ね 50％を計上、流域下水道事業債として概

ね 85％計上） 

 受益者負担金︔約 196 百万円（市汚水処理構想での財源を基に設定） 

 一般会計繰入金︔約 1,714 百万円（収益的収支及び資本的収支の合計。総務省の繰出し基

準をベースに基準内外を算定し投資財政計画に記載） 

 使用料収入︔約 704 百万円（予測した将来の有収水量に、令和 5 年度実績の使用料単価を

乗じて推計） 
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なお、水洗化率を令和 16 年度に 75％とするために、以下の目標を設定する。 

 市広報へ下水道接続促進を PR する内容を掲載（年 1 回、継続）

 3 市 1 町（みやま市、筑後市、八女市及び広川町）で構成する矢部川流域下水道推進協議会

及び（公財）福岡県下水道管理センターによるイベント「下水道展」を開催（年 1 回、継続）

 供用開始区域の周知、ポスティング（年 1 回、新規）

4.2.3. 収支計画のうち投資以外の経費についての説明 

 管渠費︔約 32 百万円（近年の実績を基に設定）

 ポンプ場費︔計上しない（近年の実績及び流域関連公共下水道事業の特性より設定）

 処理場費︔約 108 百万円（近年の実績を基に設定）

 総係費︔約 115 百万円（近年の実績平均を基に設定、業務費を含む。また、以下の職員給与

費を含む）

 職員給与費︔約 61 百万円（人員体制は継続する見込みのため、直近計画値を使用）

※動力費、修繕費、材料費の物価上昇率について、「中長期の経済財政に関する試算（内閣府）」の

資料を参考に計画期間に反映
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4.3. 投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 

4.3.1. 今後の投資についての考え方・検討状況 

表 4-5 今後の投資についての考え方・検討状況 

4.3.2. 今後の財源についての考え方・検討状況 

表 4-6 今後の財源についての考え方・検討状況 

4.3.3. 投資以外の経費についての考え方・検討状況 

表 4-7 投資以外の経費についての考え方・検討状況 

該当事項は無し。今後の経営状況を踏まえ、必要に応じて検討を行う。

該当事項は無し。今後の経営状況を踏まえ、必要に応じてウォーターPPPなどの検討を行う。

該当事項は無し。今後の経営状況を踏まえ、必要に応じてストックマネジメント計画の見直しや対象
施設の拡大などの検討を行う。

上長田処理区は、福岡県の広域化・共同化計画を基に、今後、広域化に向けた検討を行う予定
である。矢部川処理区は流域関連公共下水道として、流域下水道へ接続している。広域化・共同化・最適化に関する事項

その他の取組

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

投資の平準化に関する事項

該当事項は無し。今後の経営状況を踏まえ、必要に応じて検討を行う。

資産活用による収入増加
の取組について

その他の取組

該当事項は無し。今後の経営状況を踏まえ、必要に応じて検討を行う。

上長田処理区については、ほぼ概成しているため、まずは水洗化率向上に注力する。矢部川処理
区については、面整備の推進及び水洗化率の向上に注力する。今後の経営状況を踏まえ、必要に
応じて見直しの検討を行う。

使用料の見直しに関する事項

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制度、

PPP/PFIなど）

上長田浄化センターやマンホールポンプ場等の維持管理業務を民間業者に委託している。さらなる
民間活力の活用に向けて、委託内容の拡大といった見直しを適宜行っていく。

職員給与費に関する事項 施設維持管理業務の民間委託等により、組織の効率化と経費の節減を図る。一方で、職員の技
術力向上や運営体制を引き続き安定させるために、職員体制に留意する。

動力費に関する事項
上長田処理区については、維持管理業務を委託している民間業者を通じて、動力費削減の可能
性を検討する。矢部川処理区については、流域関連公共下水道であり、終末処理場を有していな
いため該当事項は無し。

修繕費に関する事項 主要な設備に対して適切な修繕を行うことで、将来の更新時期まで設備を適切に使用する。

委託費に関する事項 維持管理業務等の委託について、業務内容の見直しや適正化、効率的な手法等、必要に応じて
検討を行う。

その他の取組 該当事項は無し。今後の経営状況を踏まえ、必要に応じて検討を行う。

薬品費に関する事項
上長田処理区については、維持管理業務を委託している民間業者を通じて、薬品費削減の可能
性を検討する。矢部川処理区については、流域関連公共下水道であり、終末処理場を有していな
いため該当事項は無し。
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5. 経営戦略の事後検証、改定などに関する事項 

本経営戦略で掲げた計画や取組を確実に実施するために、PDCA サイクルに基づき、実施状況を確認・

検証する。社会情勢の変化による人口・水需要に対応し、その時の状況に沿った計画として継続できるよう

５年ごとに定期的な実施状況の確認・検証を行う。 

また、市の政策や下水道事業を取り巻く環境に大きな変化が生じる事由が発生した場合にも適宜見直し

を行う。 

 

 
図 5-1  PDCA サイクルによる下水道経営戦略のブラッシュアップ イメージ図 

 

表 5-1 経営戦略の事後検証、改定などに関する事項 

 
 

 

PLAN（計画）

・経営戦略の策定

・具体的な取り組みの検討

DO（実行）

・事業実施

・取組施策の実施

・関連自治体との連携

CHECK（評価）

・経営状況のモニタリング

・取組施策の評価

ACTION（改善）

・課題の整理

・施策・取組の改善

下
水
道
を
取
り
巻
く
情
勢

下水道事業経営戦略

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

毎年度、進捗管理（モニタリング）を行い、５年ごとに経営戦略の見直し（ローリング）を行うことにより、
PDCAサイクルを効果的に回して、本経営戦略の事後検証、更新を行っていく。

また、公営企業会計を令和2年度に適用したため、令和2年度以降に、少なくとも5年に1回の頻度で下水道
使用料の改定の必要性に関する検証を実施し、ロードマップを見直していく。

項目 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

経営戦略 計画期間

進捗管理（モニタリング）

見直し（ローリング） ● ●

計画期間（見直し後）

使用料改定の必要性に関する検証 ● ●

経営戦略ロードマップ見直し ● ●

経営改善 区域拡大及び管渠整備

の取組み 市広報への掲載 下水道接続促進をPRする内容を掲載（年1回、継続）

PRイベントの開催 矢部川流域下水道推進協議会及び（公財）福岡県下水道管理センターによるイベント「下水道展」を開催（年1回、継続）

供用開始区域の周知 ポスティング（年1回、新規）
業績指標 水洗化率 66%以上* 75%以上
（目標） 経費回収率 77％以上* 80％以上

経常収支比率 100%以上* 100%以上
＊中間年度の業績指標（目標）をベンチマークとし、達成状況に応じて、経営戦略見直し時に経営改善の取組み内容などを再検討する。
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戦
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績
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1. 農業集落排水事業の現状 

1.1. 事業概要 

みやま市の農業集落排水事業は、平成 9 年度より広瀬・小田地区において建設事業を開始し、平成

14 年度（平成 14 年 8 月）に一部供用開始した。 

令和 5 年度末、現在、供用開始後 21 年が経過している。 

 

表 1-1 計画概要 

 
 

1.1.1. 事業の現状 

（1） 施設 
令和 5 年度時点で、下水道管布設延長（汚水）約 13km、終末処理場 1 箇所（小田浄化センタ

ー︓現在晴天時処理能力 614m3/日）が稼働している。 

平成 14 年度より事業を実施し、これまでの投資額は 1,650 百万円となっている。 

  

農業集落排水事業
（広瀬・小田地区）
現況
R5年度

事業年度 平成9年度～平成14年度
一部供用開始年月日 平成14年8月20日

処理区域面積（ha） 34 34
処理人口 1,056 1,200
水洗化人口 983 1,200

家庭汚水量 日平均 - 270
原単位 日最大 - 300,780

（ℓ/人・日） 時間最大 - 614
日平均 262 614
日最大 422 -
時間最大 -

名称 小田浄化センター
処理方式
処理能力（ｍ³/日） 614

汚
水
計
画

人口
（人）

計画汚水量
（ｍ³/日）

処
理
施
設

計画
項目
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表 1-2 事業の現状（施設） 

 

注 1︓広瀬・小田処理区 H14 年度（2002 年）供用開始のため、R05 年度末値として、2023 年-2002 年＝21 年 

注 2︓処理区域内人口密度は R05 決算統計値より整理 

 

 

図 1-1 管渠の推移 

 

無

処 理 区 数 1処理区　（広瀬・小田地区）

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

みやま市では公共下水道事業（単独公共下水道事業、流域関連公共下水道事業）、農業集落排水事業、特定地域生活排水処理事業が
あり、地理的・社会的条件により、当該地区では農業集落排水事業を実施している。

流域下水道等への
接続の有無

31.1　人/ha処 理 区 域 内 人 口 密 度

処 理 場 数

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施する施設の整備
（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含む。）、③施設
の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

1処理場　（小田浄化センター）

法適（全部適用・一部適用）
非適の区分

法適（全部適用）平成14年度（供用開始後21年）供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）
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図 1-2 単年度事業費の推移 

 

（2） 使用料 
本市の農業集落排水施設使用料の体系は、基本使用料の中に 16m3 までの基本汚水量を付した累

進従量制を採用している。 

 

表 1-3 事業の現状（使用料） 

 
  

3,700 円 3,429 円

3,700 円 3,431 円

3,700 円 3,443 円令和5年度

一 般 家 庭 用 使 用 料 体 系の
概 要 ・ 考 え 方

農業集落排水施設使用料の体系は、基本使用料の中に16m3までの基本汚水量を付した累進従量制を採用している。
　累進区分については、基本使用料区分を含む5段階としている。
　一般的な家庭が使用する段階においては、水洗化率を高める為にできる限りの負担の軽減を図り、大量排水者については、資本費の増大要因
としての側面も考慮して、累進度を高めている。
　農業集落排水施設使用料体系を下表に示す。2ヶ月当たりの使用料は下記使用料表で算定された金額に消費税が加算される（10円未満
の端数は切り捨て）。なお、資産維持費は現在見込んでいない。

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

令和3年度 実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

上記と同様である。

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方 -

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和3年度

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。
*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

令和4年度 令和4年度

令和5年度

種類、区分 汚水量（m3）
基本使用料 - 2,560 円

0～16 0 円
超過使用料 17～30 170 円

（1m3あたり） 31～60 180 円
61～100 190 円
101～ 230 円

単価（税抜）
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（3） 組織 
本市の下水道事業運営組織は、瀬高町・山川町・高田町が平成 19 年 1 月に合併し、みやま市となっ

た当初は水道課及び下水道課それぞれが工務係、庶務係を設置していた。行政改革により平成 24 年度

から下水道課は水道課と統合し、平成 25 年度より現行の組織体制となった。 

 

表 1-4 事業の現状（組織） 

 
 

  

事 業 運 営 組 織

職 員 数 1名（損益勘定所属職員）

※瀬高町・山川町・高田町が平成19年1月に合併し、みやま市となった当初は水道課及び下水道課それぞれが工務係、庶務係を設置してい
た。行政改革により平成24年度から下水道課は水道課と統合し、平成25年度より現行の組織体制となった。
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1.1.2. 民間活力の活用等 

本市の農業集落排水事業における民間活力の活用などの状況は以下の通り。 

 

表 1-5 事業の現状（民間活力の活用等） 

 
 

1.1.3. 経営比較分析表を活用した現状分析 

本市の農業集落排水事業における経営分析比較表を活用した分析は以下の通り。 

 

表 1-6 経営比較分析表を活用した現状分析 

 

 

該当事項は無し。今後の経営状況を踏まえ、必要に応じて検討を行う。

該当事項は無し。今後の経営状況を踏まえ、必要に応じて検討を行う。

資 産 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

該当事項は無し。今後の経営状況を踏まえ、必要に応じて検討を行う。

該当事項は無し。今後の経営状況を踏まえ、必要に応じて検討を行う。

 イ　指定管理者制度民 間 活 用 の 状 況

小田浄化センターやマンホールポンプ等の維持管理業務を民間業者に委託している。

※添付した「経営比較分析表」に補足事項等がある場合は記載すること。

　使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを示す経費回収率（R4経営比較分析表値51.82％）では、類似団体の平均値（R4経営比較分析表値52.94％）
を下回っている。
　有収水量1㎥あたりの汚水処理に要した費用を示す汚水処理原価（R4経営比較分析表値330.99円/㎥）は、類似団体の平均値（R4経営比較分析表値303.28円/㎥）を上
回っており、汚水処理原価が経費回収率を減少させる一因と考えられる。
　このため、汚水処理原価は維持管理費の動向を注視しつつ、使用料収入増加に資する水洗化率を向上することで経費回収率を向上させる方策を検討する。
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2. 将来の事業環境 

2.1. 処理区域人口の予測 

上位計画であるみやま市汚水処理構想を見直しており、実績値、市計画値、社人研値等を考慮した上

で行政人口や処理区域内人口を予測している。このため、近年の実績を反映した上位計画であるため、当

該処理区域内人口をベースとし、以下の考え方で予測を行った。 

 

処理区域内人口＝市汚水処理構想での処理区域内人口または中間補完値 

 

 
図 2-1 処理区域内人口等の予測 

 

2.2. 有収水量の予測 

計画期間において、農業集落排水事業の有収水量は減少する見通しである。年間有収水量の予測値

は、設定した将来の処理区域内人口を基に、市汚水処理構想での水洗化率を基に水洗化人口を設定し

た。 

 

水洗化人口 ＝ 処理区域内人口ｘ市汚水処理構想での設定水洗化率 

 

また、将来の有収水量は以下の算定式により設定した。 

 

将来の年間有収水量＝水洗化人口ｘ水洗化人口１人あたり有収水量*¹ 
＊1︔当該年度水洗化人口１人あたり有収水量＝R2～R5 実績平均値 x365 
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図 2-2 有収水量将来予測値 

2.3. 使用料収入の見通し 

計画期間において、有収水量の減少に伴い、使用料収入も減少する見通しである。前述で設定した有

収水量に使用料単価を乗じて、将来の使用料収入を設定した。 

将来の年間使用料収入＝有収水量ｘ使用料単価*¹ 
＊1︔使用料単価＝R2～R5 実績平均値（171.7 円/m3） 

図 2-3 使用料収入予測値 
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2.4. 施設の見通し 

既設管渠について、供用開始後最も古い管渠で標準耐用年数 50 年に対して 24 年に達している状況

であり、計画期間において急ぎ改築が必要となる可能性は上位計画である汚水処理構想では低い見通し

である。 

また、機械及び装置についても、計画期間においては改築更新が生じない見通しである。 

2.5. 組織の見通し 

上下水道課 下水道担当として、損益勘定所属職員 1 名での運営が続いており、今後も現体制が続く

見通しである。少ない人数で効率的に業務を進めるために、業務の見える化、共有化を図っていく。 
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3. 経営の基本方針

みやま市総合計画【第 2 次みやま市総合計画 後期基本計画】の 7 つの基本方針の１つである「魅力

あふれる住みやすいまちづくり（都市基盤、移住・定住）」で掲げている「下水道事業の推進」に寄与し、「み

やま市汚水処理構想」で掲げる整備を実現するため、以下の項目に取り組む。 

（１）農業集落排水の適正な維持管理

・農村集落周辺の生活環境向上及び公共用水域の水質保全を図る観点から、広瀬・小田地区では、

適正な維持管理を引き続き推進していく。

（２）農業集落排水の水洗化率の向上

・居住環境の向上及び公共用水域の水質保全を図る観点から、適正な維持管理と並行して接続率の

向上に向けた取組を進める。

（３）農業集落排水財政の適正化

・本経営戦略で作成した計画値に対しての実績値との比較を行い、5 年に 1 度の頻度で経営戦略の見

直しを行うことで PDCA サイクルを継続して回す。

■経営健全化に関する定量的な業績指標及び目標年限

・水洗化率︔95％以上（R11 値）、97％以上（R16 値）

・経費回収率︔46％以上（R11 値）、41％以上（R16 値）

・経常収支比率︔100％以上（R11 値）、100％以上（R16 値）
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4. 投資・財政計画（収支計画）

4.1. 投資・財政計画（収支計画） 

令和 7 年度から令和 16 年度までの 10 年間の将来予測値について、財政収支予測での主要グラフを

図 4-1～図 4-6 に示す。 

図 4-1 収益 

図 4-2 費用 

図 4-3 収支 
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図 4-4 企業債残高・内部留保資金 

図 4-5 一般会計繰入金 

図 4-6 企業債借入・償還・残高 

また、総務省が提示している様式に基づいた投資・財政計画及び原価計算表を、表 4-1～表 4-4 に

示す。なお、令和 4 年度及び令和 5 年度は決算統計値、令和 6 年度は予算値である。 
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表 4-3 原価計算表（1/2） 
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表 4-4 原価計算表（2/2） 
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4.2. 投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明 

4.2.1. 収支計画のうち投資についての説明 

（1） 目標 
本市の農業集落排水事業は供用開始後 21 年であり、管渠の標準耐用年数 50 年に対して、経過年

数は半分程度の状況である。また、汚水処理構想において機械及び装置の更新を R18 年以降に予定して

いる。このため、本計画期間においては維持管理に注力する。 

 

（2） 計画期間の投資・財政計画で計上した建設改良費としての投資内容 
本市の農業集落排水事業は供用開始後 21 年であり、管渠の標準耐用年数 50 年に対して、経過年

数は半分程度の状況である。また、汚水処理構想において機械及び装置の更新を R18 年以降に予定して

いる。このため、本計画期間において投資予定はなく、維持管理に注力する。 

 

4.2.2. 収支計画のうち財源についての説明 

（1） 目標 
投資についての説明のとおり、本計画期間における建設改良費としての投資は予定していないため、財源

は使用料収入及び一般会計繰入金となる見通しである。使用料収入の減少度合いを低減化するために水

洗化率向上に取り組む。 

 

（2） 計画期間の投資・財政計画で計上した財源内容 
 一般会計繰入金︔約 287 百万円（収益的収支及び資本的収支の合計。総務省の繰出し基準

をベースに基準内外を算定し投資財政計画に記載） 

 使用料収入︔約 104 百万円（予測した将来の有収水量に、令和 5 年度実績の使用料単価を

乗じて推計） 

 

なお、水洗化率を令和 16 年度に 97.1％とするために、以下の目標を設定する。 

 市広報へ下水道接続促進を PR する内容を掲載（継続）、年 1 回 

 3 市 1 町（みやま市、筑後市、八女市及び広川町）で構成する矢部川流域下水道推進協議会

及び（公財）福岡県下水道管理センターによるイベント「下水道展」を開催（年 1 回、継続） 
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4.2.3. 収支計画のうち投資以外の経費についての説明 

 管渠費︔約 20 百万円（近年の実績を基に設定）

 ポンプ場費︔計上しない（近年の実績を基に設定）

 処理場費︔約 145 百万円（近年の実績を基に設定）

 総係費︔約 62 百万円（近年の実績平均を基に設定、業務費を含む。また、以下の職員給与費

を含む）

 職員給与費︔約 56 百万円（人員体制は継続する見込みのため、直近計画値を使用）

※動力費、修繕費、材料費の物価上昇率について、「中長期の経済財政に関する試算（内閣府）」の

資料を参考に計画期間に反映
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4.3. 投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の内容 

4.3.1. 今後の投資についての考え方・検討状況 

表 4-5 今後の投資についての考え方・検討状況 

4.3.2. 今後の財源についての考え方・検討状況 

表 4-6 今後の財源についての考え方・検討状況 

4.3.3. 投資以外の経費についての考え方・検討状況 

表 4-7 投資以外の経費についての考え方・検討状況 

該当事項は無し。今後の経営状況を踏まえ、必要に応じて検討を行う。

該当事項は無し。今後の経営状況を踏まえ、必要に応じて機能強化計画策定などの検討を行う。

該当事項は無し。今後の経営状況を踏まえ、必要に応じて検討を行う。

福岡県の広域化・共同化計画を基に、今後、広域化に向けた検討を行う予定である。広域化・共同化・最適化に関する事項

その他の取組

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

投資の平準化に関する事項

該当事項は無し。今後の経営状況を踏まえ、必要に応じて検討を行う。

該当事項は無し。今後の経営状況を踏まえ、必要に応じて検討を行う。

ほぼ概成しているため、まずは水洗化率向上に注力する。今後の経営状況を踏まえ、必要に応じて
見直しの検討を行う。使用料の見直しに関する事項

資産活用による収入増加
の取組について

その他の取組

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制度、

PPP/PFIなど）

小田浄化センターやマンホールポンプ等の維持管理業務を民間業者に委託している。さらなる民間
活力の活用に向けて、委託内容の拡大といった見直しを適宜行っていく。

職員給与費に関する事項 施設維持管理業務の民間委託等により、組織の効率化と経費の節減を図る。一方で、職員の技
術力向上や運営体制を引き続き安定させるために、職員体制に留意する。

動力費に関する事項 浄化センターの維持管理業務を委託している民間業者を通じて、動力費削減の可能性を検討す
る。

修繕費に関する事項 主要な設備に対して適切な修繕を行うことで、将来の更新時期まで設備を適切に使用する。

委託費に関する事項 維持管理業務等の委託について、業務内容の見直しや適正化、効率的な手法等、必要に応じて
検討を行う。

その他の取組 該当事項は無し。今後の経営状況を踏まえ、必要に応じて検討を行う。

薬品費に関する事項 浄化センターの維持管理業務を委託している民間業者を通じて、薬品費削減の可能性を検討す
る。
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5. 経営戦略の事後検証、改定などに関する事項

本経営戦略で掲げた計画や取組を確実に実施するために、PDCA サイクルに基づき、実施状況を確認・

検証する。社会情勢の変化による人口・水需要に対応し、その時の状況に沿った計画として継続できるよう

５年ごとに定期的な実施状況の確認・検証を行う。 

また、市の政策や下水道事業を取り巻く環境に大きな変化が生じる事由が発生した場合にも適宜見直し

を行う。 

図 5-1 PDCA サイクルによる下水道経営戦略のブラッシュアップ イメージ図 

表 5-1 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項案 

PLAN（計画）

・経営戦略の策定

・具体的な取り組みの検討

DO（実行）

・事業実施

・取組施策の実施

・関連自治体との連携

CHECK（評価）

・経営状況のモニタリング

・取組施策の評価

ACTION（改善）

・課題の整理

・施策・取組の改善

下
水
道
を
取
り
巻
く
情
勢

下水道事業経営戦略

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

毎年度、進捗管理（モニタリング）を行い、５年ごとに経営戦略の見直し（ローリング）を行うことにより、
PDCAサイクルを効果的に回して、本経営戦略の事後検証、更新を行っていく。

また、公営企業会計を令和2年度に適用したため、令和2年度以降に、少なくとも5年に1回の頻度で下水道
使用料の改定の必要性に関する検証を実施し、ロードマップを見直していく。

項目 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

経営戦略 計画期間

進捗管理（モニタリング）

見直し（ローリング） ● ●

計画期間（見直し後）

使用料改定の必要性に関する検証 ● ●

経営戦略ロードマップ見直し ● ●

経営改善 市広報への掲載 下水道接続促進をPRする内容を掲載（年1回、継続）

の取組み PRイベントの開催 矢部川流域下水道推進協議会及び（公財）福岡県下水道管理センターによるイベント「下水道展」を開催（年1回、継続）
業績指標 水洗化率 95%以上* 97%以上
（目標） 経費回収率 46％以上* 42％以上

経常収支比率 100%以上* 100%以上
＊中間年度の業績指標（目標）をベンチマークとし、達成状況に応じて、経営戦略見直し時に経営改善の取組み内容などを再検討する。
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1. 特定地域生活排水処理事業の現状

1.1. 事業概要 

みやま市の特定地域生活排水処理事業は、市町村設置型浄化槽と個人設置型浄化槽があり、本市

が管理する市町設置型浄化槽は、平成 15 年度に旧高田町全域、平成 16 年に旧山川町全域で着手

し、平成 19 年 1 月に 3 町が合併した後は市全域で着手した。 

1.1.1. 事業の現状 

（1） 施設
令和 5 年度末現在、浄化槽市町村整備推進事業等（市町村型及び寄附採納）で約 3,800 基、浄

化槽設置整備事業（個人）で約 3,100 基の合計約 6,900 基を設置している。平成 15 年度より事業

を実施し、これまでの投資額は約 3,997 百万円（R5 決算統計値）となっている。 

表 1-1 事業の現状（施設） 

処 理 場 数

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施する施設の整備

（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含む。）、③施設

の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

-

法適（全部適用・一部適用）
非適の区分

法適（全部適用）平成15年度（供用開始後20年）供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

流域下水道等への
接続の有無

1.1　人/ha 無

処 理 区 数 -

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

みやま市では公共下水道事業（単独公共下水道事業、流域関連公共下水道事業）、農業集落排水事業、特定地域生活排水処理事業が
あり、地理的・社会的条件により、当該地区では特定地域生活排水処理事業を実施している。

処 理 区 域 内 人 口 密 度
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図 1-1 浄化槽設置基数の推移 

図 1-2 単年度事業費の推移 

（2） 使用料
特定地域生活排水の使用料体系は、人槽区分により月当たりの使用料が異なる。資本費の増大要因

としての側面も考慮して、人槽が増加するほど、使用料を高めている。なお、11 人槽から 50 人槽に関して

は、1 人槽につき 700 円を乗じた金額となり、51 人槽から 100 人槽までは、管理者が別に定める額に従っ

た金額となる。 
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表 1-2 事業の現状（使用料） 

注．条例上の使用料及び実質的な使用料は決算統計より整理 

（3） 組織
本市の下水道事業運営組織は平成 19 年 1 月に、瀬高町、山川町、高田町が合併し、みやま市となっ

た。当初は水道課及び下水道課がそれぞれ工務係、庶務係を設置していたが、行政改革により平成 24 年

度から下水道課は水道課と統合し、平成 25 年度に現行の組織体制となった。 

表 1-3 事業の現状（組織） 

4,400 円 5,598 円

4,400 円 5,624 円

4,400 円 5,632 円

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。
*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和3年度

令和4年度 令和4年度

令和5年度 令和5年度

一 般 家 庭 用 使 用 料 体 系の
概 要 ・ 考 え 方

　特定地域生活排水の使用料体系は、人槽区分により月当たりの使用料が異なる。資本費の増大要因としての側面も考慮して、人槽が増加す
るほど、使用料を高めている。なお、11人槽から50人槽に関しては、1人槽につき700円を乗じた金額となり、51人槽から100人槽までは、管理
者が別に定める額に従った金額となる。

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

令和3年度 実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

上記と同様である。

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方 -

人槽区分 金額（1月につき）
5人槽 4000 円
6人槽 4500 円
7人槽 5000 円
8人槽 5500 円
10人槽 6000 円
11人槽から50人槽まで 1人槽につき700円を乗じて得た額
51人槽から100人槽まで 管理者が別に定める額

職 員 数 3名（損益勘定所属職員1名、資本勘定所属職員2名）

※瀬高町・山川町・高田町が平成19年1月に合併し、みやま市となった当初は水道課及び下水道課それぞれが工務係、庶務係を設置してい
た。行政改革により平成24年度から下水道課は水道課と統合し、平成25年度より現行の組織体制となった。

事 業 運 営 組 織
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1.1.2. 民間活力の活用等 

本市の特定地域生活排水処理事業における民間活力の活用などの状況は以下の通り。 

表 1-4 事業の現状（民間活力の活用等） 

1.1.3. 経営比較分析表を活用した現状分析 

本市の特定地域生活排水処理事業における経営分析比較表を活用した現状分析は以下の通り。 

表 1-5 経営比較分析表を活用した現状分析 

浄化槽の維持管理業務を民間業者に委託している。

該当事項は無し。今後の経営状況を踏まえ、必要に応じて検討を行う。

該当事項は無し。今後の経営状況を踏まえ、必要に応じて検討を行う。

資 産 活 用 の 状 況

 ア 民間委託
（包括的民間委託を含む）

 ア エネルギー利用
（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

 イ 土地・施設等利用
（未利用土地・施設の活用等）　*5

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

 ウ ＰＰＰ・ＰＦＩ

該当事項は無し。今後の経営状況を踏まえ、必要に応じて検討を行う。

該当事項は無し。今後の経営状況を踏まえ、必要に応じて検討を行う。

 イ 指定管理者制度民 間 活 用 の 状 況

※添付した「経営比較分析表」に補足事項等がある場合は記載すること。

使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを示す経費回収率（R4経営比較分析表値95.67％）では、類似団体の平均値（R4経営比較分析表値
59.01％）を大きく上回っている。

また、有収水量1㎥あたりの汚水処理に要した費用を示す汚水処理原価（R4経営比較分析表値293.94円/㎥）は、類似団体の平均値（R4経営比較分析表値291.82円/
㎥）をやや上回っているため、使用料収入が経費回収率向上に寄与していることが考えられる。

経費回収率は類似団体と比較して高いため、汚水処理原価や使用料収入の動向を注視しつつ、現在の状態を維持しながら経費回収率を向上させる方策を検討する。
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2. 将来の事業環境

2.1. 処理区域人口の予測 

上位計画であるみやま市汚水処理構想を見直しており、実績値、市計画値、社人研値等を考慮した上

で行政人口や処理区域内人口を予測している。このため、近年の実績を反映した上位計画であるため、当

該処理区域内人口をベースとし、以下の考え方で予測を行った。 

処理区域内人口＝市汚水処理構想での処理区域内人口または中間補完値＝水洗化人口 

図 2-1 処理区域内人口等の予測 

2.2. 有収水量の予測 

合併浄化槽の整備や転換などの増加に伴い、計画期間においては特定地域生活排水処理事業の有収

水量は増加する見通しである。年間有収水量の予測値は、以下の算定式により設定した。 

将来の年間有収水量＝水洗化人口ｘ水洗化人口１人あたり有収水量*¹ 
＊1︔当該年度水洗化人口１人あたり有収水量＝R2～R5 実績平均値 x365 
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図 2-2 有収水量将来予測値 

2.3. 使用料収入の見通し 

計画期間において、有収水量の増加に伴い、使用料収入は増加する見通しである。前述で設定した有

収水量に使用料単価を乗じて、将来の使用料収入を設定した。 

将来の年間使用料収入＝有収水量ｘ使用料単価*¹ 
＊1︔使用料単価＝R2～R5 実績平均値（281.1 円/m3） 

図 2-3 使用料収入予測値 
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2.4. 施設の見通し 

汚水処理構想では、継続的に浄化槽を整備する予定である。また、既存の浄化槽については、耐用年

数 28 年に対して超過しているものもあるため、更新についても検討を行う必要があると考えられる。 

2.5. 組織の見通し 

上下水道課　下水道担当として、損益勘定所属職員 1 名、資本勘定所属職員 2 名の体制であり、今

後も現体制が続く見通しである。少ない人数で効率的に業務を進めるために、業務の見える化、共有化を

図っていく。 
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3. 経営の基本方針 

"みやま市総合計画【第 2 次みやま市総合計画 後期基本計画】の 7 つの基本方針の１つである「魅力

あふれる住みやすいまちづくり（都市基盤、移住・定住）」で掲げている「下水道事業の推進」を図り、「みや

ま市汚水処理構想」で掲げる整備を実現するため、以下の項目に取り組む。 

 

（1）特定地域生活排水処理事業における浄化槽整備の推進 

・居住環境の向上及び公共用水域の水質保全を図る観点から、特定地域生活排水処理事業による浄

化槽整備や転換の推進に向けた取組を進める。 

 

（2）特定地域生活排水処理事業における適正な維持管理と更新の実施 

・当該事業における浄化槽の維持管理を適切に行っていく。また、浄化槽は一般的な公共下水道事業よ

りも施設の耐用年数が 20 年ほど短く、更新サイクルが早いため、適切な更新を実施できるよう検討する。 

 

（3）特定地域生活排水処理事業財政の適正化 

・本経営戦略で作成した計画値に対しての実績値との比較を行い、5 年に 1 度の頻度で経営戦略の見

直しを行うことで PDCA サイクルを継続して回す。 

 

■経営健全化に関する定量的な業績指標及び目標年限 

・水洗人口︔11,950 人以上（R11 値）、12,870 人以上（R16 値） 

・経費回収率︔90％以上（R11 値）、90％以上（R16 値） 

・経常収支比率︔100％以上（R11 値）、100％以上（R16 値） 

 



第 4 編 特定地域生活排水処理事業経営戦略 

59 

4. 投資・財政計画（収支計画）

4.1. 投資・財政計画（収支計画） 

令和 7 年度から令和 16 年度までの 10 年間の将来予測値について、財政収支予測での主要グラフを

図 4-1～図 4-6 に示す。 

図 4-1 収益 

図 4-2 費用 

図 4-3 収支 
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図 4-4 企業債残高・内部留保資金 

 

 
図 4-5 一般会計繰入金 

 

 
図 4-6 企業債借入・償還・残高 

 

また、総務省が提示している様式に基づいた投資・財政計画及び原価計算表を表 4-1～表 4-4 に示

す。なお、令和 4 年度及び令和 5 年度は決算統計値、令和 6 年度は予算値である。 
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表 4-3 原価計算表（1/2） 

 
  



第 4 編 特定地域生活排水処理事業経営戦略 

64 

表 4-4 原価計算表（2/2） 
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4.2. 投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明 

4.2.1. 収支計画のうち投資についての説明 

（1） 目標 
特定地域生活排水処理事業は、個別処理区域（＝公共下水道事業や農業集落排水事業の区域以

外）において、引き続き浄化槽の整備を計画的に進めていく。 

 

（2） 計画期間の投資・財政計画で計上した建設改良費としての投資内容 
 浄化槽︔約 1,606 百万円 

※ベースとなる投資内容を作成し、下水道工事に関する建設工事デフレーターとして年率約 3％を計画

期間に反映 

 

4.2.2. 収支計画のうち財源についての説明 

（1） 目標 
浄化槽整備を行うことで、使用料収入を増加させる計画としている。また、一般会計の負担を減らすため

に補助対象事業を活用する。 

 

（2） 計画期間の投資・財政計画で計上した財源内容 
 国（都道府県）補助金︔約 631 百万円（市汚水処理構想での財源を基に設定） 

 企業債︔約 686 百万円（市汚水処理構想での財源を基に設定） 

 受益者負担金︔約 153 百万円（市汚水処理構想での財源を基に設定） 

 一般会計繰入金︔約 1,123 百万円（収益的収支及び資本的収支の合計。総務省の繰出し基

準をベースに基準内外を算定し投資財政計画に記載） 

 使用料収入︔約 2,471 百万円（予測した将来の有収水量に、令和 5 年度実績の使用料単価

を乗じて推計） 

 

なお、浄化槽整備を促進するために、以下の目標を設定する。 

 市広報へ合併浄化槽への切り替え促進を PR する内容を掲載（継続）、年 1 回 
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4.2.3. 収支計画のうち投資以外の経費についての説明 

 浄化槽費︔約 2,559 百万円（近年の実績を基に設定） 

 総係費︔約 191 百万円（近年の実績平均を基に設定、業務費を含む。また、以下の職員給与

費を含む） 

 職員給与費︔約 155 百万円（人員体制は継続する見込みのため、直近計画値を使用） 

 

※動力費、修繕費、材料費の物価上昇率について、「中長期の経済財政に関する試算（内閣府）」の

資料を参考に計画期間に反映 
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4.3. 投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の内容 

4.3.1. 今後の投資についての考え方・検討状況 

表 4-5 今後の投資についての考え方・検討状況 

 
 

4.3.2. 今後の財源についての考え方・検討状況 

表 4-6 今後の財源についての考え方・検討状況 

 

 

4.3.3. 投資以外の経費についての考え方・検討状況 

表 4-7 投資以外の経費についての考え方・検討状況 

 
  

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

投資の平準化に関する事項

該当事項は無し。今後の経営状況を踏まえ、必要に応じて検討を行う。

該当事項は無し。今後の経営状況を踏まえ、必要に応じて検討を行う。

今後の経営状況を踏まえつつ、更新計画の検討を行う。

該当事項は無し。今後の経営状況を踏まえ、必要に応じて検討を行う。広域化・共同化・最適化に関する事項

その他の取組

資産活用による収入増加
の取組について

その他の取組 該当事項は無し。今後の経営状況を踏まえ、必要に応じて検討を行う。

該当事項は無し。今後の経営状況を踏まえ、必要に応じて検討を行う。

まずは浄化槽の整備推進に注力する。今後の経営状況を踏まえ、必要に応じて見直しの検討を行
う。使用料の見直しに関する事項

職員給与費に関する事項 施設維持管理業務の民間委託等により、組織の効率化と経費の節減を図る。一方で、職員の技
術力向上や運営体制を引き続き安定させるために、職員体制に留意する。

動力費に関する事項 該当事項は無し。

修繕費に関する事項 主要な設備に対して適切な修繕を行うことで、将来の更新時期まで設備を適切に使用する。

委託費に関する事項 維持管理業務等の委託について、業務内容の見直しや適正化、効率的な手法等、必要に応じて
検討を行う。

その他の取組 該当事項は無し。今後の経営状況を踏まえ、必要に応じて検討を行う。

薬品費に関する事項 該当事項は無し。

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制度、

PPP/PFIなど）

浄化槽の維持管理業務を民間業者に委託している。さらなる民間活力の活用に向けて、委託内容
の拡大といった見直しを適宜行っていく。
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5. 経営戦略の事後検証、改定などに関する事項 

本経営戦略で掲げた計画や取組を確実に実施するために、PDCA サイクルに基づき、実施状況を確認・

検証する。社会情勢の変化に対応し、その時の状況に沿った計画として継続できるよう５年ごとに定期的な

実施状況の確認・検証を行う。 

また、市の政策や下水道事業を取り巻く環境に大きな変化が生じる事由が発生した場合にも適宜見直し

を行う。 

 

 
図 5-1  PDCA サイクルによる下水道経営戦略のブラッシュアップ イメージ図 

 

表 5-1 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項案 

 

 

PLAN（計画）

・経営戦略の策定

・具体的な取り組みの検討

DO（実行）

・事業実施

・取組施策の実施

CHECK（評価）

・経営状況のモニタリング

・取組施策の評価

ACTION（改善）

・課題の整理

・施策・取組の改善

下
水
道
を
取
り
巻
く
情
勢

下水道事業経営戦略

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

毎年度、進捗管理（モニタリング）を行い、５年ごとに経営戦略の見直し（ローリング）を行うことにより、
PDCAサイクルを効果的に回して、本経営戦略の事後検証、更新を行っていく。

また、公営企業会計を令和2年度に適用したため、令和2年度以降に、少なくとも5年に1回の頻度で下水道
使用料の改定の必要性に関する検証を実施し、ロードマップを見直していく。

項目 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

経営戦略 計画期間

進捗管理（モニタリング）

見直し（ローリング） ● ●

計画期間（見直し後）

使用料改定の必要性に関する検証 ● ●

経営改善 区域拡大及び管渠整備

経営改善 市広報への掲載 合併浄化槽への切り替えをPRする内容を掲載（年1回、継続）
業績指標 水洗化人口 11,900人以上 12,800人以上
（目標） 経費回収率 90％以上* 90％以上

経常収支比率 100%以上* 100%以上
＊中間年度の業績指標（目標）をベンチマークとし、達成状況に応じて、経営戦略見直し時に経営改善の取組み内容などを再検討する。
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6.
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営
戦
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＊
中

間
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の
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績
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（
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）
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用 語 説 明 

あ
行 

維持管理費 日常の下水道施設の維持管理に要する経費で、処理場、ポンプ場等

の電気代等の動力費、処理場の薬品費、補修費、委託費等とそれに

係る人件費等によって構成。 

汚水処理原価 

（円/ｍ³） 

有収水量1m³当たりの汚水処理に要した費用で、汚水資本費（汚水

処理に係る施設整備の実質の減価償却費及び企業債の利子償還

金）と汚水維持管理費の両方を含めた汚水処理に係るコストを表した

指標（※汚水処理費＝汚水に係る維持管理費＋資本費）。事業規

模が小さいほどスケールメリットが働かないため、数値が高くなる。 

基準となる数値がないため、類似団体と比較し、数値が高い場合は、投

資の効率化や維持管理費の削減、接続率の向上による有収水量を増

加させる等の経営改善に向けた取り組みが求められる。 
汚水処理原価＝汚水処理費（公費負担分を除く）／年間有収水量×100 

か
行 

管渠改善率（％） 当該年度に更新した管渠延長の割合の指標。※本市では耐用年数を

超えた管渠がないため、改築・更新を行っておらず、ゼロとなっている。 
管渠改善率＝改善（更新・改良・修繕）管渠延長／下水道維持管理延長×

100 

管渠老朽化率

（％） 

現有の下水道管渠のうち標準的耐用年数 50年を経過したものの 

割合で、管渠の老朽化度合いを示すもの。 

※本市では耐用年数を超えた管渠がないため「該当数値なし」。 
管渠の経年化率＝耐用年数超過管渠延長／下水道維持管理延長×100 

企業債残高 

対事業規模比率 

（％） 

使用料収入に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を

表す指標、数値は低い方が良いが、本来必要な改築・更新を先送りし

ているために企業債残高が少ないという分析も可能なため、経年比較や

類似団体との比較等行い、適切な投資規模や料金水準であるかどうか

の分析を行いながら経営改善を図る必要がある。 
企業債残高事業規模比率＝（企業債現在高合計－一般会計負担額） 

/（営業収益受託工事収益－雨水処理負担金）×100 

経費回収率（％） 使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料収入で賄えているかを表

した指標。数値は 100％以上であることが必要で、100％を下回ってい

る場合は、汚水処理に係る費用が使用料以外の収入により賄われてい

ることを意味するため、適正な使用料収入の確保及び汚水処理費の削

減が必要となる。 
経費回収率＝下水道使用料収入／汚水処理費（公費負担分を除く）×100 

公共下水道 下水道事業のうち、主として市街化区域における下水を排除、ま 
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たは処理するために市町村が管理する下水道のこと。 

国庫補助金 原則、下水道建設事業費の約 50％が国庫補助金として交付される。 

さ
行 

施設利用率（％） 施設効率が適正か図るためのもので、一般的には 70～80％となる。 
施設利用率＝現在晴天時平均処理水量／現在処理能力（晴天時）×100 

資本的収支 主に下水道施設を整備するのに係る経費とその財源。 

収益的収支 主に維持管理に係る経費とその財源。主な財源は下水道使用料。 

経常収支比率 

（％） 

経常収益と経常費用の比率を表したものである。100％未満であると

経常収支が赤字であることを示している。なお、法非適用企業において

は総収益を総費用と地方債償還金の合計で除した値としている。 
経常収支比率＝経常収益÷経常費用×100 

受益者負担金 

（分担金） 

公共下水道が整備され、処理が可能となった区域内に土地を所有し利

益を受ける方から、その土地の面積に応じて下水道管等の施設の建設

費の一部を負担してもらう制度が受益者負担金（分担金）制度。こ

れは、対象となる土地に対して、供用開始区域となった年度に一度だけ

賦課される。 

※受益者負担金は、都市計画下水道事業認可区域（市街化区

域）の土地に、また、受益者分担金は、上記の区域以外の公共下水

道事業認可区域（市街化調整区域）の土地に対してそれぞれ賦課

される。

使用料収入 

（円/m³） 

汚水 1m³を引取る際に、いくらの使用料を徴収しているかを表す指標。 
使用料単価＝使用料収入／年間有収水量 

受託工事収益 道路や水道、ガス等の工事の際、既設の下水道管が障害になる場合

に、移設の依頼を受けて行う工事に係る収入。 

処理区域内人口

（人） 

下水道が使用できる区域（※下水道工事が完了し、供用開始された

区域）に住んでいる人の数。 

水洗化率（％） 処理区域内人口のうち、実際に下水道に接続して水洗化した人口の

割合で、下水道整備が進むほど高い値となる。 
水洗化率＝現在水洗便所設置済人口／現在処理区域内人口×100 

た
行 

特定地域生活排水

処理事業 

生活排水処理を緊急に促進する必要がある地域において、市町村が

設置主体となって合併処理浄化槽の整備を行う事業。 

な
行 

農業集落排水事業 農林水産省所管の農業集落におけるし尿、生活排水等の汚水を処理

する施設を有する、下水道事業のうちの一つ。
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は
行 

普及率 住民のうち下水道を使用できる人口の割合で、下水道整備が進むほど

高い値となる。 
普及率＝処理区域内人口／行政区域内人口×100 

不明水 汚水のみを処理する下水道施設に何らかの原因で流入する雨水や地

下水等のこと。不明水が増えると有収率が下がる。 

ら
行 

流域下水道 2 以上の市町村から下水を処理するための下水道で、終末処理場と幹

線管渠から構成されている。事業主体は原則として都道府県。 

流動比率（％） 短期的な債務返済能力（１年以内の資金流動性）を表す指標。一

般的には 200％以上が望ましいとされているが、式の内容から最低限

100％は必要である。 
流動比率＝流動資産／流動負債×100 

累積欠損金比率

（％） 

法適用企業で営業収益（受託工事収益除く）に対する累積欠損金

（※複数年度にわたって累積した欠損のこと）の割合を示すもので、ゼ

ロであることが望ましい。
累積欠損金比率＝当年度未処理欠損金／（営業収益－受託工事収益）×

100 

や
行 

有形固定資産減価

償却率（％） 

有形固定資産の減価償却がどの程度進んでいるのかを示しもので、経

年化による施設の更新の必要性という点からは値が低い方が望ましいと

いえる。 
有形固定資産減価償却率＝有形固定資産減価償却累計額／償却資産額×

100 
有収水量（m³） 料金徴収の対象となる水量。主に水道の検針を基にして水量を計り、

料金を徴収する。 

有収率（％） 終末処理場で処理した汚水のうち、使用料徴収の対象となる有収水の

割合のこと。 

有収率が高いほど使用料徴収の対象にならない不明水が少なく、効率

的である。 
有収率＝年間有収水量／年間汚水処理水量×100 
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みやま市役所 上下水道課 

〒835-0192 福岡県みやま市瀬高町小川 5 番地 

TEL 0944-64-1533 
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